
盛岡市高齢者保健福祉関係行政等説明会

盛岡市医師会

「医療と介護の連携に向けて」



１．主治医・ケアマネ連絡票の活用について

２．高齢者施設からの救急受診について



主治医とケアマネとの連携について

地域包括ケアシステムの中で、もっとも連携を必要

とするのが主治医とケアマネとの連携である。

しかし、主治医とケアマネとの連携は、お互い連携

は不可欠と思いながらも、ケアマネは主治医に対して

敷居が高く、苦手意識を持つ人が多く、一方の主治医

側も、ケアマネとどう連携したら良いか分からず試行

錯誤している状況がある。



主治医・ケアマネ連絡票の活用





Ｑ. 主治医から利用者の医療情報や

助言をもらう為のコツを教えてください。 
 

Ａ. （回答）  事前にＦＡＸし，聞きたい要点を簡潔にまとめてお聞きください。 

まずは「自分が担当のケアマネジャー」であることを主治医に伝えておく必
要があります。これが連携の第一歩となります。

その後主治医から医療情報や助言をもらう時の手順として，

 ①電話でＦＡＸを送ることを伝える（受付，看護師，ＭＳＷなどへ）

 ②『主治医・ケアマネ連絡票』で相談依頼と相談方法を確認する。

※この時，相談事項（趣旨，内容等）を箇条書きにしておくとよい。

 ③相談事項は，要件を整理し，簡潔にまとめておく

 ④主治医から指定された方法（直接会う，電話，その他）で相談

【ワンポイントアドバイス 】

相手の身分が確認できないため，原則として電話のみの相談には応じるこ
とができません。必ず上記手順を経た上で相談して下さい。



高齢者施設からの救急受診について

近年、介護施設をはじめとする高齢者入所施

設や、また住宅型有料老人ホーム、サ高住な

どの高齢者住宅が整備され、要介護状態の高

齢者の救急搬送が年々増加傾向である。

現状



施設利用者の情報収集の不足により、救急

要請の経緯や観察状況、日頃の疾病・薬剤

情報等が不十分なまま搬送され、搬送先の

医療機関の対応に支障が生じる事例が多く

みられる。

課題

高齢者施設からの救急受診について



高齢者施設からの救急受診の問題点

• 施設の職員が家族が来院すると帰ってしまう

• 施設の職員が患者の情報や容態の説明ができない

• 患者と家族のみで職員が来院しない

• 家族と連絡がつかず、緊急時検査や入院の承諾が

得られない



緊急時連絡票の使用について

1. 日頃から利用者のかかりつけ医又は施設の協力医
療機関と、急変時の対応について確認をとって下さ
い。

2. 日常生活が自立している利用者が自分で受診する際
には保険証、お薬手帳等を必ず持参するようにご説
明をお願いいたします。

3. 救急病院受診（救急搬送含）の際に、意識障害を起
こしていたり、認知症等によりご本人からの聴取が
難しい場合は、必ずスタッフ（若しくは家族等）の
付き添いをお願いします。その際には本人の医療情
報が確認できる個人ファイル、又は連絡票等を必ず
持参してください。





各書式は盛岡市医師会ホームページからダウンロードができます
https://morioka-med.or.jp/

https://morioka-med.or.jp/

	スライド 1: 盛岡市高齢者保健福祉関係行政等説明会
	スライド 2
	スライド 3: 主治医とケアマネとの連携について
	スライド 4: 主治医・ケアマネ連絡票の活用
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7: 高齢者施設からの救急受診について
	スライド 8
	スライド 9: 高齢者施設からの救急受診の問題点
	スライド 10: 緊急時連絡票の使用について
	スライド 11
	スライド 12: 各書式は盛岡市医師会ホームページからダウンロードができます 　https://morioka-med.or.jp/

